
参考資料 1

第 1回がん対策推進協議会小児がん専門委員会 議事概要

日時 :平成 23年 1月 ■1日 (月 )14Ю O～ 16Ю0

場所 :厚生労働省専用第 17会議室

厚生労働省健康局外山千也局長の冒頭の挨拶に引き続き、がん対策推進協議会垣添忠生

会長より、専門委員会の設立の経緯が説明され、当該委員会委員長として檜山英三委員が

指名された。垣添会長および檜山委員長の冒頭の挨拶では。平成 19年に出されたがん対策

推進基本計画 (以下、基本計画)では、小児がん対策について十分に触れられていなかっ

たため、平成 24年の基本計画の変更の際に具体的な計画を盛り込むための検討を行う目的

でt昨年 12月 のがん対策推進協議会 (以下、協議会)で小児がん専門委員会 (以下、当該

委員会)の設置が決定されたという経緯説明、および、小児がんの特徴として、がんの原

因を考える上での重要性、医療施設の集約化が必要な分野であること、治療の影響がその

後の生活に影響すること、などを挙げ、その特徴に応じた対策を立てる事が重要である旨

が話された。
「

    `            1
厚生労働省健康局がん対策推進室鈴木室長より、.資料1お よび 4を用いて、当該委員会

の目的、構成:検討事項、運営を含めた設置要項、́および、その法的根拠が示された。次

いで、
J資

料 2と して当該委員会め運営規定案が示され、正式に承認されたよ
~ ‐

引き続きt資料 3に示された各委員より、自己紹介が行われると共に事前に提出された

意見書および附随資料に基づいた意見が述べられた (資料5):各委員の意見の要旨は以下

の通りである (発言順)。              |
天野委員 :7‐8害Jが治癒可能な申で残された難治小児がんへの対策、長期フォローアシ

プを合む洛療以外あ支援策:息春期がんに対する寿策t'適慮外薬・某承認葉を合むドラジ
:

グラグヘの対策(の 4つが重要である。|     :     ,        ご

原委員 :医療施設の集約化を行いt主たる治療を担当する拠点とケアを行う:サテライト

施設を関連付けて配置する事で患者の利便性を図るがき。臨床試験は(全国の患者さんに

協力をいただくので、データを集約する中央機構に対する予算が必要。期限付き競争的研

究費ではなくt国家事業としての位置付けが必要。t他、緩和クア、適応外薬、疫学デ‐夕ヾ

基礎研究を推進する大学講座の設置、長期フォローアップと精神的支援、など。

堀部委員 :本委員会で扱う対象の小児がん定義付けははつきりさせるべき6成人が小児
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特有のがんを発症する事もあるので、がん登録につぃては小児の学会の垣根を越え、行政

主導の対策が必要。医療体制では、 1施設で診療する患者数を先進国間で比較すると、:日

本は極めて少ない。症例数と地理的状況を考慮しつつ、拠点の医療施設数を決定していく

必要がある。また、5年計画では目標が短期になりがちだが、長期的視野で考える事も重

要。                          '
牧本委員 :ガ 児ヽがん診療を行う専門施設を集約化し、人材を集中させることによつて医

療技術の質を高める事が最も重要であり、新薬開発と臨床試験、がん登録、専門医の育成、

在宅医療、支持療法と長期フォローアップなど、他の重要な問題はこれによって解決しや

すくなると期待される。                          ′

馬上委員 :小児月肖腫瘍は、小児がんの問題ソ点を全て抱えている分野。生存率が低く(一

人の患者に複数の合併症が生じるため、拠′点化に′よる治療とともに精神的社会的ケアを行

う専門家の育成と体制の構築が不可欠。

森委員 :小児がんの頻度や疾患特性に配慮した「小児がん対策推進計画」の策定が必要。

強調したいのは拠点施設の整備でtこれが達成されれば後の目的の多くが達成できる。基

礎研究、情報発信、医学教育が重要。

小俣委員 :小児がんの闘病者は10万人に上るとせ言われて医学的、社会的、発達的な多

様な問題から(家族だけでの支援に限界があり、治療と同時に、それに伴って生じる生活

課題への支援が必要。

上記意見を踏まえ、当該委員会で検討する対ネ疾患鮮、ガヽ児特有のが々とし、年幹は。20

歳未満を概ね対象とするが、30歳までの若年者、小児に発生する上皮il■_癌を含めて情報収

集を行いて施策を講じる事が重要とされた。また、診療体制 (拠′点化・集約化)、 患者 。家

族への支援、
｀
長期フォロ■アップ、難治がん対策、がん登録の 5項目を主要テ,マ とする

ことが委員長から提案され、次回委員会においてテーを確認をあらためて行うとともに、

まずは診療体制について議論を行うことヽ 今後の委員会で順次議論を進め、協議会へ提言

を行ぅていくこと―が確認されたも,こ れらの議論を行うために参考人を招聘する際には、事

務局宛に目白うとプロフィ■′レを添えて推薦してもらい、委員の許可を得るという取り決め

がなされた。次回委員会開催については、別途日程調整を行った上で決定することが知ら

された。  以上6     ,        「          :
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参考資料2

健 発 第 030100'1号

平 成 20年 3月 1日

各都道府県知事 殿

厚生労働省健康局長

がん診療連携拠点病院の整備にっ`い
て

我が国のがん対策については、がん対策基本法 (平成 1‐ 8年法律第 98号)及び

同法の規定に基づく「がん対策推進基本計画」 (平成‐19年 6月 15日 閣議決定。

以下「基本計画」という。)｀ によヽり、総合的かう計画的に推進しているところであ

る。   「               1              1
が/v診療連携拠点病院については、全国どこでも質の高いがん医療を提供するこ

とができるよう、がん医療の均てん化を戦略目標とする「第 3次対がん10か年総

合戦略」等に基づき、その整備を進めてきたところであるが、基本計画において、

更なる機能強化に向けた検討を進めていく等とされていることから、「がん診療連

携拠点病院め指定に関する検討会Jを開催し、指定要件の見直し等にっぃて検討を

進めてきたどころである。   :   :    :       :
1今般、この検討会からの提言を踏まえ、「がん診療連携拠点病院の整備に関する

指針」 (以下「指針」どいう。)を別添のとおり定めたので通知する:      :
ついては、各都道府県におかれては、指針の内容を十分了知の上、がん患者がそ

め居住する地域にかかわらず等しくそのがんの状態に応じた適切ながん医療を受け

ることができるようくかん診療連携拠点病院め推薦につき特段の配慮をお願し`する:

また、指針に規定する「新規指定推薦書」等については、別途通知するので留意

されたい。                      .
おって、「がん診療連携拠点病院の整備につぃて」 (平成 18年 2月 1日 付け健

発第0201004号厚生労働省健康局長通知)は、平成20年 3月 31日 限り廃止する。
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がん診療連携拠点病院の整備に関する指針     11
(健発第03010ol号 平成 20年 3月 1日 厚生労働省健康局長通知)

(平成 22年 3月 31日 一部改正 )

i

1 がん診療連携拠点病院 (都道府県がん:診療連携拠点病院及び地域がん診療連

携拠点病院をいう。以下同じ。)は、都道府県知事が2を踏まえて推薦する医

療機関について(第二者によ,つ て構成される検討会の意見を踏まえ、厚生労働

大臣が適当と認めるものを指定するものとする。

2 都道府県はt専門的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備を図るととも

_ に、当該都道府県におけるがん診療の連携協力体制の整備を図るほか(がん患

者に対する相談支援及び情報提供を行うため、都道府県がん診療連携拠点病院

1  にあつては、都道府県に1カ所、地域がん診療連携拠点病院にあらては、2次
′
 医療圏 (都遺府県かん診療連携拠点病院が整備されている2次医療圏を除く。

に1カ所整備するものとする。ただし、当該都道府界におけるlが 々診療の質の

「  向上及びがん診療の連携協力体制の整備がよリー層図られることが明確である

場合にはtこ の限りでないものとする。なお、この場合には、がん対策基本法

(平成 18年法律第98号 )第 11条第 1項に規定する都道府県がん対策推進

計画との整合性にも留意すること。`           ‐

3 独立行事法本国立がん研究セィターは((黙下「国立が々研究センター」と

いう:)我が国のがん対策の中核的機関として、:他のがん診療連携拠点病院べ

の診療に関する支援及びがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師

その他の医療従事者の育成や情報発信等の役割を担うとともに、我が国全体の

がん医療の向上を牽引していくこととし、国立が,ん研究センターの中央病院及

び東病院について、第二者によつて構成される検討会の意見を踏まえt厚生労

働大臣が適当と認,め る場合に、がん診療連携拠点病院として指定するものとす

る。、   ‐       1
4 厚生労働大臣は、がん診療連携拠点病院が指定要件を欠くに至ったと認める

1と きは、その指定を取り消すことができるものとする。

Ⅱ 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について ‐   「
: 1 診療体制

、 (1)診 療機能 :              _
① 集学的治療の提供体制及び標準的治療等の提供      1

ア 我が国に多いがん .(肺がんt胃 がんt肝がん、大腸がん及び乳がんを
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い う。以下同じ。)及びその他各医療機関が専門と、するがんについて、

手術、放射線療法及び化学療法を効果的に組み合わせた集学的治療及び

緩和ケア (以 下「集学的治療等」という。)を提供する体制を有すると

ともに、各学会の診療ガイ ドラインに準ずる標準的治療 (以 下「標準的

治療」という。)等がん患者の状態に応 じた適切な治療を提供すること。

1イ  我が国に多いがんについて、クリテイカルパス (検査及び治療等を含

めた詳細な診療計画表をいう。)を整備すること。

ウ がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう、キヤ

|ン サーボー ド (手術、放射線療法及び化学療法に携わる専門的な知識及

び技能を有する医師その他の専門を異にする医師等によるがル患者の症

状、状態及び治療方針等を意見交換・共有・検討 :確認等するためのカ

ンファレンスをい う。以下同じ。)を設置し、定期的に開催することも

② 化学療法の提供体制   :
ア 急変時等の緊急時に (3)の②のイに規定する外来化学療法室におい

て化学療法を提供する当該がん患者が入院できる体制を確保する.こ と。

イ 化学療法のレジメン (治療内容をいう。)を審査し、組織的に管理す

る委員会を設置す、ること。なお、当該委員会は、必要に応 じて、キャシ

サニボー ドと連携協力すること。

③ 緩和ケアの提供体制
:       :           ヽ 11

ア  (2)の ①のウに規定する医師及び (2:)の②のウに規定する看護師

1 等を構成員とする緩和ケアチームを整備し、当該緩和ケアチ‐ムを組織

上明確に位置付けるとともに、がル患者に対 し適切な緩和ケアを提供す

ること。   ~
イ 1外来において専門的な緩和′ケアを提供できる体制を整備すること。

ウ アに規1定する緩和ケアチーム並びに必要に応じて量治医及び看護師等

が参加する症状緩和に係るカンア:ア レンスを週 1回程度開催すること。1

平 ‐院内の見やすい場所にアに規定する緩和ケアチームによる診察が受け

られる旨の掲示をするなど、「がル患者に対し必要な情報提供を行うこと。

ォ かかりつけ医の協力・連携を得てヾ主治医及び看護師がアに規定する

緩和ケアチームと共に、退院後の居宅における緩和ケアに関する療養上

十 必要な説明及び指導を行うこと。

カ
ー
緩和ケアに関する要請及び相談に関する受付窓口を設けるなど、地域

の医療機関及び在宅療養支援診療所等との連携協力体制を整備すること。

④
‐
病病連携・病診連携の協力体制

ア 地域の医療機関から紹介されたがん患者の受入れを行うこと。またヾ

がん患者あ状態に応じ(地域の医療機関へがん患者の紹介を行うこと:

イ 病理診断又は画像診断に関する依頼、手術t放射線療法又は化学療法

に関する相談など、地域の医療機関の医師と相互に診断及び治療に蘭す

-3-



る連携協力体制を整備すること。

ウ '我が国に多いがんについて、地域連携クリティカルパス (が ん診療連

携拠点病院と地域の医療機関等が作成する診療役割分担表、共同診療計

画表及び患者用診療計画表から構成されるがん患者に対する診療の全体

像を体系化 した表をいう。以下同じ。)`を整備すること。

エ ウに規定する地域連携クリティカルパスを活用するなど、地域の医療

機関等と協力し、必要に応 じて、退院時に当該がん患者に関する共同

の診療計画の作成等を行うこと。              .
⑤ 、セカンドオピニオンの提示体市J        ′        ‐

我が国に多いがんについて、手術、放射線療法又は化学療法に携わる専

門的な知識及び技能を有する医師によるセカンドオピニオン (診断及び治
f療

法について、主治医以外の第二者の医師が提示する医療上の意見をいう。

以下同じ。)を提示する体制を有すること。

(2)診療従事者

① 専門的な知識及び技能を有する医師の配置

ア 専任 (当 該療法の実施を専ら担当していること、をいう。この場合にお

いて、「専ら担当している」とは、担当者とならていればよいものとし、

その他診療を兼任していても差し支えないものとする。ただし(.そ の就

業時間の少なくとも5割以上、当該療法に従事している必要があるもの

とする。以下同じ。)の放射線療法に携わる専門的な知識及び技能を有

する医師を 1人以上配置することしなお(当該医師については、原則と

して常勤であること。また(専従 (当 該療法の実施日において、当、該療

法に専ら従事していることをいう。この場合において、「専ら従事して

: いる」とは、その就業時間の少なくとも8割以上、当該療法に従事して

いることをいう。以下同じ。)であることが望ましい。

イ 専任の化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以

上配置すること。なお、当該医師については、原則として常勤であるこ

、  と。また、1専従であることが望ましいし            、

ウ (1)の ③のアに規定する緩和ケアチームに、専任の身体症状の緩和

1  に携わる専門的な知識及び
｀
技能を有する医師を1人以上配置すること。

なお、当該医師については、原只Jと して常勤であること。また、専従で

あることが望ましvヽ 。              ‐

1   (1)の Oの アに規定す る緩和ケアチーム に、精神症状 の緩 和 に携 わ

る専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上配置することしなお、

当該医師にづいてはt専任であることが望ましい。また、常勤であるこ
 ` .と

が望ま しい。
‐

′工 専従 の病翠診断に携わぅ医師を 1人以上配置す ること。 なお、当該医

し   師については、原則 として常勤であるこ とも  1
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②
.専門的な知識及び技能を有するコメディカルスタッフの配置

ア 専従の放射線治療に携わる常勤の診療放射線技師を1人以上配置する

こと。   ′

専任の放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計

画補助作業等に携わる常勤0技術者等を 1人以上配置すること。

イ 専任の化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の薬剤師

を 1人以上配置すること。            「

(3)の②のイに規定する外来化学療法室に、専任の化学療法に携わる

専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を 1人以上配置すること。

なお、:当 該看護師については、専従であることが望ましい。

ウ (1)の ③のアに規定する緩和ケアチエムに、専従の緩和ケアに携わ

る専門的な知識及び技能を有する:常 勤の看護師を 1人以上配置すること。

1   (1)の ③のアに規定する緩和ケアチエムに協力する薬剤師及び医療

心理に携わる者をそれぞれ 1人以上配置することが望ましい。

工 細胞診断に係る業務に携わる暑 を 1本以上配置することが望ましい:

③ その他                t
ア がん患者の状態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう、各診

:   療科の医師における情報交換・連携を恒常的に推進する観点から、各診

療科を包含する居室等を設置することが望ましい:

i イ 地域がん診療連携拠点病院の長は、当該拠点病院においてがん医療に

携わる専門的な知識及び技能を有する医師の専門性及び活動実績等を定

期的に評価し、当該医師がその専門性を十分に発揮できる体制を整備す

ること。なおt当 該評価に当たつてはt手術 ,放射線療法・化学療法の

治療件数 (放射線療法・化学療法については、入院・外来ごとに評価す

ることが望ましいし)、 紹介されたがん患者数その他診療連携の実績t

論文の発表実績、研修会 。日常
.診

療等を通じヽた指導実績、研修会・学会

等全の参加実績等を参考1と すること。       ′‐

(3)医療施設                   '
① 年間入院がん患者数                  : .1 

年間入院がん患者数 (1年間に本院したがん春煮の延べ人数をいう。
:)

が12oO人以上であることが望ましい3  .:        |
.② 専門的ながん医療を提供するための治療機器及び治療室等の設置

ア 放射線治療に関する機器を設置する ことしただ し、当該機器は、
.り ■

テジタなど、体外照射を行うためめ機器であること。
,ィ 外来化学療法室を設置すること

1ウ 集中治療室を設置することが望ましい。
― 工 :白 血病を専門

:と

する分野に掲げる場合は
‐(無菌病室を設置する.こ とも

オ がん患者及びその家族が′いの悩みや体験等を語り合うための場を設け
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‐
ることが望ましい。    ぃ

③ 敷地内禁煙等

敷地内禁煙の実施等のたばこ対策に積極的に取り組むこと。

2 研修の実施体制

(1)原則として、別途定める「プログラム」に準拠した当該 2次医療圏におい

てヽがん医療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関する研修を毎年定期的に
'実施すること。

(2)(1)の ほか、原則として、当該 2次医療圏においてが々医療に携わる医

師等を対象とした早期診断及び緩和ケア等に関する研修を実施する:こ と。な

お、当該研修については、実地での研修を行うなど、その内容を工夫するよ

うに努めること。                  '
(3)診療連携を行つている地域の医療機関等の医療従事者も参加する合同のカ

ンファレンスを毎年定期的に開催すること。

3 情報の収集提供体制      i                 t
(1)相談支援センター  |

①及び②に掲げる相談支援を行う機能を有する部門 (以 下「相談支援セン

タニ」という。なお、相談支援ャンタ■以外の名称を用いても差し支えない

|´ が(そ の場合には、が々医療に関する相談支援を行うことが分かる名称を用

いることが望ましい。)を設置し、当該部門におヤヽて、
~/か

らキまでに掲げ

:る 業務を行うこと。なお、院内の見やすい場所に相談支援センターによ|る 相

: 談支援を受けられる旨の掲示をするなど、相談支援センタこについて積極的

に広報すること。

① 国立がル研究センタァによる研修を修了した専従及び専任の相談菜援に

携わる者をそれぞれ,1人以上配置すること。

② 院内及び地域の医療従事者の協力を得
―
c、 院内外のがん患者及びその家

族並びに地域の住民及び医療機関等からの相談等に対応する体制を整備す

ることしまた、相談支援に関し十分な経験を有するがん患者団体との連携

:´ 協力体制の構築に積極的に取り組むこと。

<相談支援ヤンターの業務:>             ‐    ｀ :
ア

'が んの病態、標準的治療法等がん診療及びがんの予防 ■早期発見等に

関する上般自うな情報の提供

イ 診療機能(入院・外来の待ち時間及び医療従事者の専門とする分野・
｀
 経歴など、Ⅲ域の医療機関及び医療従事者に関する情報の収集、提供

ウ セカンドオピニオンの提示が可能な医師の紹介      :
工 がん患者の療養上の相談   1                ・

1オ 地域の医療機関及び医療従事者等におけるがん医療の連携協力体市」の

事例に関する情報の収集、提供
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カ ア不ベス トによる肺がん及び中皮腫に関する医療相談 i

キ その他相談支援に関すること

(2)院内がん登録

① 健康局総務課長が定める「標準登録様式」に基づく院内がん登録を実施   、

すること。     f :         `
② 国立がん研究ヤンターによる研修を受講した専任の院内がん登録の実務

:を 担 う者を1人以上配置するごと。

③ 毎年、院内がん登録の集計結果等を国立が々 研究センターのが々 対策情
報センタすに情報提供すること。

④ 院内がん登録を活用することにより:当該都道府県が行 う地域がん登録

事業に積極的に協力する.こ:と :

(3)そ のfL‐
i             l .  .

① 我が国に多いがん以外のがんについて、集学的治療等を提供する体制を

有し、及び標準的治療等を提供している.場合は、そのがんの種類等を広報

i すること。      キ  :
② 臨床研究等を行っている場合は、次に掲げる事項を実施す ること。

ア 進行中の臨床研究 (治験を除く。
1以

下同じ。)の概要及び過去の臨床

: : 研究の成果を広報すること。  '          i  i :
イ 参加中の治験についてヾその対象であるがんの種類及び薬剤名等を広  }

報す ることが望ま しい。 i                    
｀

Ⅲ 特定機能病院を地域がん診療連携拠点病院として指定する場合の指定要件に

ついて

医療法第 4条の 2(昭和 23年法律第 205号 )に基づ く特定機 能病院を地:域

:が ん診療連携拠点病院 として指定する場合には、耳の地域がん診療 連携拠点病院

の指定要件に加え、次の要件を満たすこと。    ,  ・ ´

1 組織上明確に位置付けられた複数種類のがんに対し放射線療法を:行 う機能

を有する部門 (以下「放射線療:法部門」という。)及び組織上明確に位置付

けられた複数種類のがんに対し化学療法を行う機能を有する部Fヨ (以 下「化
1  学療法部門」という。)をそれぞれ設置し、当該部門の長として、専任の放

. 射線療法又は化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を

それぞれ配置すること。なお(当該医師については、専従であることが望ま

:   しい。   `     ` 、′               `
`2 当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院等の医師等に対 し、高度のが

ん医療に関する研修を実施することが望ましぃ。

3 他のがん診療連携拠点病院へ診療支援を行 う医師の派遣に積極的に取り組

むこと。
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IV 都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件について

都道府県がん診療連携拠点病院は、当該都道府県におけるがん診療の質の向上

及びがん診療の連携協力体制の構築に関し中心的な役害Jを担い、Ⅱの地域がん診
療連携拠点病院の指定要件に加えて次の要件を満たすこと。ただし、特定機能病

院を都道府県がん診療連携拠点病院として指定する場合には、Ⅲの特定機能病院

を地域がん診療連携拠点病院として指定する場合の指定要件に加え、次の要件

(1を除く。)を満たすこと。                  |
1 放射線療法部門及び化学療法部門をそれぞれ設置し、当:該部門の長として、

専任の放射線療法又は化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤

の医師をそれぞれ醒置すること。なお、当該医師については、専従であるこ

とが望ましい。

2 当該都道府県においてがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医

、 師・薬剤師・看護師等を対象とした研修を実施すること。   |
1 3: 地域がん診療連携拠点病院等に対し、情報提供、症例相談及び診療支援を

行 |う
こと。  ‐           1         「

 :
.4 都道府県がん診療連携協議会を設置し、当該協議会は、次に掲げる事項を

行うこと。   「          ‐

(1)当該都道府県におけるがん診療の連携協力体制及び相談支援の提供体制

: その他のがん医療に関する情報変換を行うこと。

(2)当該都道府県内の院内がん登録のデ=夕 の分析、評価等を行うこと。

|..(3)が んの種類ごとに、当該都道府県においてセカンドォピニオンを提示す

る体制を有するがん診療連携拠点病院を含む医療機関の下覧を作成 1共有

i   し、`広報すること。

(4)当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院令の診療支援を行う医師の

派遣に係る調整を行 うこと。   1 1        1
‐
 (5)当 該都道府県におけるが々診療連携拠点病院が作成している地域連携

クリティカィレパ不の一覧を作成・共有すること6ま た、我が国に多いがん

以外のがんについて、地域連携クリティヵルパスを整備する
.こ

とが望まし

い 。      '                                    `

(6)童 の2の 1(.1)に 基づき当該都道府県におけるが々診療連携拠点病院が

1   実施するがん:医療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関する研修その

他各種研修に関する計画を作成すること。       ‐

,

国立がん研究ヤンターの中央病院及び東病院はヾⅢの特定機能病院を地域がん

診療連携拠点病院として指定する場合の指定要件を満た:す こと。
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(Ⅵ 指定 。指定の更新の推薦手続童等、指針の見直し及び施行期日について

1 指定の推薦手続等について

(1)都道府県は、 Iの 1に基づく指定の推薦に当たっては、指定要件を満
.た していることを確認の上、推薦意見書を添付し、毎年16月 末までに、

:別途定める「新規指定推薦書」を厚生労働大臣に提出すること。また、地

域がん診療連携拠点病院を都道府県がん診療連携拠点病院として指定の推

薦をし直す場合文は都道府県がん診療連携拠点病院を地域がん診療連携拠

点病院とし,て 指定の推薦をし直す場合も、同様とすること。1

′(2)がん診療連携拠点病院 (国立がん研究センタこの中央病院及び東病院

を除く。)|は 、都道府県を経由し、毎年 10月 末までに、別途定める「現

 `  況報告書」を厚生労働大臣に提出すること。       .     :
(3)国立がん研究センターの中央病院及び東病院は、毎年 10月 末まで

に、別途定める「現況報告書」を厚生労働大臣に提出すること。
′2 指定の更新の推薦手続等について

(1)Iの 1及び4の指定は、4年 ごとにその更新を受けなければ、その期間

1 の経過によつて、その効力を失う。

(2)(1)の 更新の推薦があらた場合にぉいて( 1(1)の期間 (以 下「指定
・ の有効期間」という。)の満了の日までにその推薦に対する指定の更新が

されないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその指定の更

新がされるまでの間はくなおその効力を有する (1の 1に規定する第二者
によって構成される検討会の意見を踏まえ、指定の更新がされないときを

除く6)。 |               :
(3)(2)の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期

i  間tま 、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(4)都道府県は、 (1)の更新の推薦に当たっては、指定要件を満たして

いることを確認の上、推薦意見書を添付し、指定の有効期間の満了する日

:    の前年の lo月 末までに、別途定める「指定更新推薦書」を厚生労働大臣

に提出すること。   :         .   ′
,

(5)Iの 1か ら3及び菫からVま での規定は、 (1)の指定め更新につ|いて
準用する。1

3 指針の見直 しについて                   ′ :
健康局長 は、がん対策基本法第 0条第 8項において準用する向条第 3項の規

定によりがん対策推進基本計画が変更された場合その他の必要があると認める
場合にはヽ ■の指金|を見直すことができるも?|するP

4 施行期 日

この指針は、平成 20年 4月 1日 から施行する。ただし、1の 3の (1)の
①及び■の3の (2)の②についてはtl平成22年 4月 二日から施行する。ま

.た
くⅡの1の (1)の④のウについては、平成24年 4月 1日 から施行する。
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がん診療連携拠点病院の整備に関する指針

(定義の抜粋)

1 我が国に多いが

肺がん、胃がん、肝がん、大腸がん及び乳がんをいう。

2 クリティカルパス

検査及び治療等を含めた詳細な診療計画'表 をいうし

3 キャンサーボ■ ド

手術、放射線療法及びイヒ学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師そ

あ他の尊門を具にする医師等によるがん患者の症状、状態及び治療方針等を意見

交換・共有・検討・確認等するためのカンファレンスをいう。     `

4 レジメじ

治療内容 をい う。

5 地域連携クリアィカルパス

がん診療連携拠点病院と地域の医療機関等が作成する診療役割分担表、共同診

療計画表及が患者用診療計画表から構成されるがん患者に対する診療の全体像を

体系化した表をいう。                     '

6 セカン ドオ ピ:ニ オン

診断及び治療法について、羊治
「

以外の第二者の医師が提示する医療上の意見

をいう:     :                      _

回

‐
       : :    :  

‐

 ′     `り  :|

当該療法の実施を専ら担当している|と をいう。この場合において、「専ら担

当している」とはく担当者となっていればよいものとし、その他診療を兼任して

いても差し支えないものとする。ただし、その就業時間の少なくとも15割以上(

当該療法に従事している必要があるものとする。           1,

当該療法の実施日において、当該療法に専ら従事していることをいう。この場

合において、「専ら従事している」と
|ま tその就業時間の少なくとも8割以上、

当該療法に従事 していることをいう:
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9 年間入院がん患者数

1年間に入院したがん患者の延べ人数をいう。

10 放射線療法部

組織上明確に位置付けられた複数稗類のがんヤF対 し放射線療法を行 う機能を有

する部門 をい う。

11 化学療法部門

組織上明確に位置付けられた複数種類のがんに対し化学療法を行 う機能を有す

る部門をいう。              「   =
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